
　 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 月は進学や就職、転勤など、生活環境が大きく変動することが多い時期ということもあり、

例年自殺者が多くなる傾向にあります。 

そのため国では、毎年 3月を｢自殺対策強化月間｣と定めています。｢誰も自殺に追い込まれる

ことのない社会｣の実現のためにも、互いに支えあう気持ちを持つことで守られるいのちがあり

ます。 

もしあなたが悩みを抱えていたら、あなたの周りに悩みのある人がいたら、ぜひ相談してく

ださい。詳しくは、各窓口にお問い合わせください。 
 
茨城いのちの電話 

℡ 029‐350‐1000　24 時間受付 

※毎月 29 日～末日と不定期に月に数日は午後 10時～翌日午前 8時まで休止 

 

いばらきこころのホットライン 

℡ 029-244-0556　月～金曜日：午前 9時～正午、午後 1時～4時 

※祝日・年末年始は休み 

℡ 0120-236-556(フリーダイヤル)　土日：午前 9時～正午、午後 1時～4時 

※年末年始は休み

⑤ 3月は｢自殺対策強化月間｣です　　  　　　  　　問　社会福祉課(内線 153)

 
　毎日の生活の中で起こる人権に関わる困りごとを解決に導くための相談です。相談は、法務大

臣から委嘱を受けた人権擁護委員が担当します。相談内容についての秘密は厳守しますので、気

軽にご相談ください。 

日時　3月 18 日（水）午前 10 時～午後 3時　最終受付：午後 2時 30 分 

場所　地域福祉センターともべ(笠間市美原 3-2-11) 

⑥ 特設無料人権相談を開設します　　　　　　　　 問　社会福祉課(内線 157)

いざという時、地域との強い「絆」が役に立つ「行政区」 

に加入しましょう
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　本補助事業は、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者を引き続き支援するため、省エネ性能

の高い家電への買い換えを支援し、家庭におけるエネルギー費用負担の軽減を図るものです。 

現在、運用に向けて事業内容を精査中です。補助の対象となる要件などについては、確定し

だい、あらためて情報をお知らせします。 

　今後補助の活用を検討される方は、必ず確定した事業内容を確認して、購入・設置などを行

ってください。 
※このお知らせは事業実施に関して周知期間を確保するための事前予告です。

④ エアコン・電気冷蔵庫の買い換えに対して補助を実施する予定です 

問　環境政策課(内線 125)


